
～インクルーシブ教育と合理的配慮について～ 
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すべての子どもが安心して学べる学校を目指して  

 

近年、「インクルーシブ教育」や「合理的配慮」という言葉を耳にする機会が増えていま

す。これらは、すべての子どもたちが安心して学び、成長できる教育のあり方を考えるうえ

で、とても大切な考え方です。「インクルーシブ」とは、「誰もが共に生きる社会」を意味し

ます。車いすを使っている人が学校に来やすくなるようにスロープをつける、視力の低下に

より板書が見えにくい人が前の方の席に座るなども、インクルーシブな考え方の一つです。 

インクルーシブ教育とは、国籍、文化、障害の有無、家庭の背景などにかかわらず、すべ

ての子どもたちが共に学び合うことを大切にする教育のことです。多様な子どもたちが一緒

に過ごすことで、違いを理解し、認め合う力が育まれます。その中で特に重要なのが「合理

的配慮」です。これは、どの子も平等に学ぶことができるようにするための、必要に応じた

配慮を指します。例として、口頭での説明より目で見た方が理解しやすい子のために板書や

掲示物を用意する、音に敏感な子のために静かな学習環境を整えることがこれにあたりま

す。 

大切なのは、これらの配慮が「特別扱い」ではないということです。人それぞれ得意なこ

とや苦手なことがあるように、サポートが必要な場面も違ってきます。その人にとって必要

なサポートをすることで、みんながスタートラインに立てるようになるのです。足をけがし

ている人には松葉づえが必要なように、学び方に違いがある人にはその人に合った方法が必

要です。その子の困りごとに応じた対応をすることで、自信をもって学習や生活に取り組め

るようになります。 

私たち教職員は、子ども一人ひとりの声に耳を傾けながら、「この子にとって、どうすれ

ばよりよく学べるか」を日々考え、支援に取り組んでいます。継続していくためには保護者

の皆様のご理解とご協力が欠かせません。お子様の学校での様子や気になることがあれば、

どうぞ担任や特別支援教育コーディネーターにご相談ください。多様性を尊重し、誰もが安

心して過ごせる学校づくりに、これからも力を合わせて取り組んでいけたらと思います。 

              ＜教育目標＞ 深く考え やりぬく子ども 
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日 曜 主な予定 下校時刻 日 曜 主な予定 下校時刻 

１ 木 
元日     冬季休業 

年末年始の休日 

 
１７ 土   

２ 金 年末年始の休日  １８ 日   

３ 土 年末年始の休日  １９ 月 やまがたマイプラン週間（～23日）  

４ 日   ２０ 火   

５ 月   ２１ 水 ＡＭ５   ＡＬＴ 
全校 

１３：２５下校 

６ 火   ２２ 木 委員会⑩  

７ 水   ２３ 金 フッ化物洗口   

８ 木 
後期後半開始   

４限給食後下校 

全校 

１３：２０下校 
２４ 土   

９ 金 フッ化物洗口  ２５ 日   

１０ 土   ２６ 月 給食週間（～30日）  

１１ 日   ２７ 火   

１２ 月      成人の日  ２８ 水 AM５   ＡＬＴ 
全校 

１３：２５下校 

１３ 火 わかくさ朝会  ２９ 木   

１４ 水 
市小研の日 

ＡＭ５    ALT 

全校 

１３：２５下校 
３０ 金 

フッ化物洗口  
 

１５ 木   ３１ 土   

１６ 金 

フッ化物洗口  避難訓練 

５年：総合学習発表会（５限） 

教育相談（14:00～16:15） 

 予定は事情により変更することがあります。 

※学校だよりは、山潟小学校ホームページからも見ることができます。 
 

電話応対の時間帯が市内小学校で指定されています。 午前７：４５～午後６：００  

（冬季休業中は、午前８：１５～午後４：４５） となります。 

場合によりこの時間外でも学校から保護者宛てに電話させていただくことがあります。 

※学校閉庁日の人命にかかわるような緊急連絡は、下記の教育委員会学校人事課にお願いします。 

 【新潟市教育委員会】０２５－２２６－３２３７ 

  （土曜日・日曜日と年末年始の休日は、教育委員会も閉庁となります） 


